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ま
ず
は
、「
差
押
」
が
ど
ん

な
位
置
づ
け
に
あ
る
の
か
見
て

あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
民
事
執
行
法
に
基
づ
く
差
押

の
ほ
か
に
、
課
税
庁
等
が
行
う
滞
納
処

分
に
よ
る
差
押
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ

で
は
民
事
執
行
法
に
基
づ
く
差
押
を
念

頭
に
説
明
し
ま
す
。

債
務
者
の
取
立
等
処
分
と 

第
三
債
務
者
の
弁
済
を
禁
止

　

差
押
の
効
力
と
し
て
は
、
債
務
者
に

よ
る
差
押
債
権
の
取
立
等
処
分
を
禁
止

す
る
と
と
も
に
、
第
三
債
務
者
に
対
し

て
は
債
務
者
へ
の
差
押
債
権
の
弁
済
を

禁
止
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
例

え
ば
、
金
融
機
関
の
預
金
に
対
す
る
差

押
で
い
え
ば
、
差
押
債
権
は
当
該
預
金

債
権
、
第
三
債
務
者
は
金
融
機
関
と
な

り
ま
す
。
差
押
の
効
力
は
差
押
命
令
が

第
三
債
務
者
に
送
達
さ
れ
た
と
き
に
発

生
し
ま
す
。

　

そ
の
後
の
差
押
債
権
者
に
よ
る
回
収

方
法
と
し
て
は
、
取
立
に
よ
る
場
合
と

転
付
命
令
に
よ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

取
立
に
よ
る
場
合
に
は
、
差
押
命
令
が

債
務
者
に
送
達
さ
れ
た
日
か
ら
１
週
間

経
過
し
た
後
に
回
収
可
能
と
な
り
ま

す
。

　

転
付
命
令
は
、
債
務
者
が
第
三
債
務

者
に
有
す
る
金
銭
債
権
を
差
押
債
権
者

に
強
制
的
に
移
転
さ
せ
る
も
の
で
、
転

付
命
令
も
債
務
者
と
第
三
債
務
者
に
送

達
さ
れ
ま
す
。
転
付
命
令
が
確
定
す
る

と
、
転
付
命
令
が
第
三
債
務
者
に
送
達

さ
れ
た
と
き
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
差
押
債

権
が
差
押
債
権
者
に
移
転
し
、
そ
の
範

囲
内
で
請
求
債
権
も
消
滅
し
ま
す
。
実

務
上
、
差
押
命
令
と
転
付
命
令
は
同
時

に
発
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

い
き
ま
し
ょ
う
。

　

債
権
者
の
申
立
て
に
基
づ
き
、
裁
判

所
な
ど
が
債
務
者
の
財
産
処
分
を
禁
止

し
、
強
制
的
に
債
務
を
弁
済
さ
せ
る
手

続
き
を
「
民
事
執
行
」
と
い
い
ま
す
。

　

民
事
執
行
は
、
確
定
判
決
、
仮
執
行

宣
言
付
判
決
、
執
行
証
書
（
一
定
の
要

件
を
満
た
す
公
正
証
書
）
な
ど
強
制
執

行
の
基
礎
と
な
る
文
書
（「
債
務
名
義
」

と
い
う
）
を
保
有
す
る
債
権
者
か
ら
の

申
立
て
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
「
強
制

執
行
」
と
、
債
務
名
義
は
不
要
で
あ
り

担
保
権
が
登
記
さ
れ
て
い
る
登
記
簿
謄

本
な
ど
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
「
担
保

権
の
実
行
」
に
分
か
れ
ま
す
。

　

そ
の
う
ち
強
制
執
行
は
、
執
行
目
的

物
に
よ
り
「
債
権
執
行
」「
不
動
産
執

行
」「
動
産
執
行
」
な
ど
に
分
か
れ
、

そ
の
債
権
執
行
と
し
て
預
金
の
差
押
が

Ａ

〈Ｑ＆Ａで理解する〉
差押のキホンと実務対応
弁護士 鈴木 俊

　まずは、差押について知っておくべき知識をＱ
＆Ａ形式で解説します。

POINT

差押とは債務者の財産処分・
を禁止し、強制的に債務を
弁済させる手続きの１つ

差押の効力は差押命令が第・
三債務者に送達されたとき
に発生する

Q1

差
押
と
は
そ
も
そ
も

ど
う
い
う
も
の
？

ど
ん
な
効
力
が
あ
る
の
？


